










要約:わが国において被虐待児と最初にかかわる機関は、児童相談所などの福祉機関、病

院、そして保健所であるといわれている。保健所における児童虐待対策にとって、最大の

ボトルネックの一つは、保健婦や医師などの専門家が虐待概念をもっていないために、時

宜を得た適切な援助を行う機会を失っていることにあると思われる。

われわれは東京都内の保健所において、「子どもの虐待防止センター」に積極的に関わり

虐待に対するセンサーをもった保健婦による児童虐待の現状調査を行った。その結果、保

健所では、育児不安、産後のうつに始まり、虐待に対する親自身の危倶、アルコール中毒

など虐待に移行する可能性の高いと思われるハイリスク群、そして虐待ケースといった幅

広いスペクトルムをもった被虐待児およびその周辺群にかかわっていることが判明した。

福生保健所では、1年間の被虐待児把握率は 6歳未満児 1000 人あたり 0.95 であり、虐待

及びその周辺の問題に広げると把握率は 6歳未満児 1000 人あたり 2.95 にのぼった。

今後は、保健婦などの保健医療従事者に対する研修、健診などの場を利用した住民教育な

どを行う中で、被虐待児の発見と予防対策における operational research を実施する必

要があると思われた。


